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関
心
を
持
た
な
い

が、

社

会
に

と
っ

て

は
重

要
な
問
題
で

あ
り、

ま
た
研

究

者
も
教

団
も
と
も
に

興
味
を
も
ち
な
が
ら、

費
用
と

時
間
の

点
で

余
裕

が
な
い

た
め
に

取
り
ヒ

げ
ら
れ

な
い

重

要
な

問
題
を

調
査

。

民
間
の

団
体

や
、

時
に

よ
っ

て

は

役
所
が

、

研
究
者
の

協

力
と

広
く
諸
教
団
の

賛

助
を

得
て

行

う
調
査
で

あ
る

。

　

調
査

方
法
や

対
象
も

変
化
し
、

森
岡
が

指
摘
し
た
分

類
も
そ
の

ま
ま

現

状
に

当
て

は

め

る

こ

と
が

で

き
る

か
ど

う
か
は

再

考
が
必
要．
で

あ
ろ

う、

そ

れ

で

も、

宗
教
団
体
へ

の

不
信
感
や

偏
見
が

極
め

て

強
い

現
状
に

お

い

て
、

行
政、

宗
教
団
体

、

研
究
者
に

協
力
よ

る

大
規
模
な

調
査
の

持
つ

意

味
は
、

小
さ
く
な
い
。

ま
た
、

研
究
上
に

お

い

て

も
、

研
究

者
の

調
査
を

補
足
す
る

役
割
を
果
た

し
て

お

り、

十
分
な

意
味
を
持
つ

も
の

と

考
え
る

こ

と

が

で

き
る

。

戦
後
日

本
宗
教
ナ
シ
ョ

ナ

リ
ズ

ム

の

　

分
析
枠
組
に

関
す
る

試
論

塚

　
田

　
穂

　
高

　

本
報
告
で

は
、

戦
後
日

本
の

「

国
家
−

宗
教
」

を
め

ぐ
る

諸
問
題
を
論

じ
る

た

め

の

枠
組
を

検

討
す
る

。

戦
後
日

本
社

会
に

お

け
る

「

政

教
問

題
」

の

例
と
し
て

は、

政

教
分
離
訴
訟

、

「

靖
国
問
題
」

、
宀

示

教

団
体
の

政

治

活
動
（
よ

り
広

く
捉
え
れ

ば

歴

史
教

科
書
問
題
や、

国
旗
・

国
歌
問
題

も
）

な

ど

が

挙
げ
ら
れ
る

。

こ

れ
ら
は

、

当

然
「

政
教
分

離
」

「

信
教
の

自

由
」

を
め

ぐ
る

も
の

だ
が
、

そ
れ

を

考
察
す
る
に

は

戦
前

（

近

代）

日

本
の

「

国
家
i
宗
教
」

枠

組
に

も
目

を
配
る

必
要
が
出
て

く
る

。

こ

こ

で

は、

村
上

重
良
・

島
薗
進
の

「

国
家
神
道
」

論

（

神
社
神
道
／

皇
室

祭
祀

／
天

皇
崇
敬
シ

ス

テ

ム
、

下
支
え

す
る

運

動
な

ど
の

構
成
要

素
）

、

な
ら

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
オ
じ

ソ

ド

キ
シノ
　
　

　
　
　

ヘ
テ

ロ

ジ

に

ニ
ア

ス

び
に

安
丸
良

夫
の

「

正
統
」

「

　
0
　
異
端
」

「

　
H
　
異

端
」

論
を

参

照
し
て

お

く
（
島
薗
『

国
家

神
道
と

日

本
人
』

、

安
丸
「
近

代
天
皇

像
の

形
成』
）

。

本
報

告
で

焦
点
化
す
る
の

は
、

戦
後
日
本
に

お
い

て

宗
教
団
体

が
自

前
の

政
党
（
政
治
団
体）

を

結
成
し

、

実
際
の

選

挙
政
治
活
動
に

進

出
し
た
事
例
で

あ
る

。

こ

う
し
た

活
動
の

展
開
に

は
、

強
い

動
機
と

現
状

変
革
意
識
、

運

動
教

勢
が
あ

り
、

当
該
運
動
が

内
包
す
る

宗
教
ナ
シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

が

そ

こ

に

強

く
絡
ん

で

い

る

と

推
測
で

き
る

た

め

で

あ
る

。

こ

の

領
域
で

は
、

す
で

に

中
野

毅
が

終

戦
〜
八

〇

年
代
前
半
ま
で

の

宗
教
と

政

治
の

状
況
・

創
価
学
会
−

公

明
党
の

政

治
進
出
に
つ

い

て

の

成
果
を

提
出

し

て

い

る

（
『

戦
後
凵

本
の

宗

教
と

政

治
』

）
。

本
報

告
は
、

そ
の

後
の

展

開
と

事
例
を

詳
し
く
扱
う
こ

と
で
、

研
究
史
に

蓄
積
と

更
新
を

加
え
よ
う

と

す
る

も
の

で

あ
る

。

　

教
団
独
自
の

政
治
進
出
を

論
じ

る

前
提
と

し
て、

戦
後
日

本
の

宗
教
ナ

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

の

「

正

統
」

「

主
流
」

と

言
え
る

動
き
を
つ

か

ん

で

お

く
。

そ
れ
は
、

自
由
民
主

党
と

完
全
に

歩
を
一

に
し
て
は

い

な
い

が、

憲
法

改

正
・

天
皇

元
首
化
・

再
軍
備
な
ど

を
目
指
す
派
と
結
び

つ

い

た

教
団
・

運

動
群
で

あ
る

。

具
体
的
に

は
、

神
社
本
庁
1

神
道
政
治
連
盟、

生
長
の

家

−
生
長
の

家
政
治
連
合
や、

凵
本
を
守
る
会、

英
霊
に

こ

た
え
る

会
、

新

し
い

歴
史
教
科
書
を

つ

く
る

会、

日
本
会
議
と

い

っ

た

「

保
守
」

合
同
運

動
で

あ
る
。

こ

れ
ら
は
、

憲
法
改
正
・

紀
元
節
復
活
・

元
凵 、
ウ

法
制
化
・

靖

国

国
家
護
持
・

教
科
書
改
訂
・

愛
国
心
高
揚
・

国

旗
国

歌
法
制

化
な
ど
を

大

枠
に

お
い

て

共
通
し
て

主
張
す
る
も
の

で
、

現
に

い

く
つ

か
は

制
度
化

さ
れ
た

。

こ

れ
は
神
道
指
令
と

政
教
分
離
に

よ
っ

て

断
た

れ

た

「

国
家
神

226（1060）
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道
」

構
成

要
素
間
の

リ

ン

ク

の

再
生
を
目

指
し
て

い

る

も
の

と

総
括
で

き

よ

う
。

こ

れ

ら
の

運

動
に

は
、

佛

所
護
念

会

教
団
・

解
脱

会
・

念

法
眞

教
・

崇
教

真
光
な
ど

様
々

な
教

団
が
協
同
し

て

い

る
。

そ
れ
ぞ
れ
の

教
団

が
内
包
す
る
宗
教
ナ

シ
ョ

ナ

リ

ズ

ム

は

多
様
で

あ
る

。

だ
が、

主
に

天
皇

崇
敬
と
い

う
点
を
め

ぐ
っ

て

共
通
性
を

有
し

て

い

る

た
め

、

「

0
異
端
」

で

あ

り
な

が
ら、

「

正

統
」

的
宗
教
ナ

シ
ョ

ナ

リ

ズ
ム

に

収
斂
す
る

よ

う

な
形
で

合
同
が
可
能
と
な
っ

て

い

る

も
の

と

言
え
る

。

　

翻
っ

て、

自
前
の

政
党
を
結
成
し
政
治
進
出
す
る

1
特
定
（
主
に

自
民

党）

候
補
支
援
で

は

な
く
ー

場
合
は

ど

う
で

あ
ろ

う
。

創
価
学
会
−

公
明

党
（

文
化
部

　
五

四
〜）

の

場
合

、

目

蓮
正
宗
教
学
を

基
盤
と

す
る

二

代

会
長
・

戸
出
城
聖
の

「

王

仏

冥
合
論
」

「

国
立
戒
壇
塾
嘲
」

が
あ

り
、

政
治

進
出
の

目
的
は

「

国
立
戒
壇
の

建
立
だ

け
」

で
、

宗
教
ユ

ー

ト

ピ

ア

の

実

現
に

あ
る

と

明
確
に

述
べ

て

い

た

（

七

〇

年
に
放
棄）

。

オ

ウ
ム

真
理
教

−
真
理
党
（
八

九
〜）

の

場
合、

日
本
か
ら
指
導
者
が

出
て

「

シ

ャ

ン

バ

ラ

化
」

が
進
む

と

い

う
日
本
中
心
主
義
と

ユ

ー

ト
ピ

ア

観
が

あ
っ

た
。

ま

た
、

終
末
論
に

基
く
既
成
政
治
と
日
本
の

現
状
に

対
す
る
批
判
意
識
が
強

か
っ

た
。

幸
福
の

科
学
−

幸
福
実
現
党
（

〇
九
〜
）

の

場
合、

経
済
的
優

位
性
と

霊
的
特
性
を
基
盤
と

し
た
宗
教
ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

を

内

包
し
て
い

た
。

ま

た、

日
本
社
会
へ

の

鋭
い

現
状
批
判
と
宗
教
的
ユ

ー

ト

ピ
ア

志
向

を

有
し

て

い

た
。

こ

れ
ら
の

事
例
は

い

ず
れ
も

、

皇
室
崇
敬
を

基
準
と

す

る

「

正

統
」

的
宗
教
ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

と

は
一

線
を

画
し
て

お

り、

独
自

の

現
状
批
判
の

眼
と

宗
教
的
ユ

ー

ト
ピ

ア

観
を
有
し

た

「

H
異
端
」

と

見

な

せ
る

運

動
で

あ
っ

た
。

む
ろ

ん

他
の

要

因
も
考
慮
す
る

必

要
は

あ
る

が
、

こ

の

特
性
が
独
自
の

政
治
進
出
を

後
押
し
す
る
一

つ

の

大
き
な．
要
因

と

な
っ

た

こ

と

を
指
摘
で

き
る

だ
ろ

う
。

こ

う
し

た

作
業
を

精
緻
化
し、

近

現
代
を

俯
瞰
す
る

よ

う
な
枠
組
を
検
討
し、

宗
教
団
体
の

政

治
活
動
・

進
出
に
つ

い

て

国
際
比
較
で

き
る

よ

う
な
議
論
の

十

台
を

整
え

る
の

が
今

後
の

課
題
で

あ
る

。

天
皇
と

黎
帝
・

将
軍
と

鄭
王

　

ー
日

越

国
家
祭

祀
比

較
研

究
序

説

井

　
上

　
智
　
勝

　

前
近
代
の

東
ア

ジ

ア

の

政
体
は
、

中
華
・

朝
鮮
に

み

ら

れ
る

ご

と

く
世

俗
権
力
と

祭
祀
権
が
一

致
す
る

の

が
基
本
形
態
で

あ
っ

た
。

し

か
し
近
世

期、

中
華
帝
国
の

東
縁
と

南
縁
に

あ
っ

た
日
本
と
ベ

ト

ナ
ム

は
、

と

も
に

朝
廷
の

臣
下

の

形
を

取
り
な
が

ら
、

軍
事
的
優
越

者
が

執
柄
の

権

を
握

る

「

帝
−

覇
王
」

と

い

う
政
体
を

有
し
た

。

日
本
に

お

け
る

天

阜
と

征
夷

大
将
軍、

ベ

ト
ナ
ム

後
黎
朝
後
期
（
大
越

国）

に

お

け
る

皇

帝
黎

氏
と

O
暮
p

（
主、

公

侯
の

意
）

鄭
氏
で

あ
る

。

同
じ

漢
字
・

儒
教
文
化
圏
に

属
し
な
が

ら
、

時
を

同
じ

く
し
て
一

見
相
似
し
た

国
家
権
力
の

形
態
が
現

出
し
て

い

る

こ

と

は

注
目
さ

れ
る

。

そ
の

比
較
検
討
は

、

近
世
日
本
の

国

家
権
力、

就
中
祭
祀
権
を

理
解
す
る

上

で

も
重
要
で

あ
る

。

　

元
和
元

年

2

五

三

三
）

阮
淦
・

鄭
検
ら
に

よ
っ

て

進
め

ら

れ
た

後
黎

朝
再
興
は

光
興
十
五

年
（
一

五

九
二
）

に
達
成
さ
れ

る
。

こ

の

過
程
で

鄭

氏
が

増
長
す
る
。

鄭
氏
は

、

阮
氏
を
富
春
（
順
化
）

に

追
っ

て
、

光

興
二

十．
一
年
に

は

王

に
封
じ
ら

れ
、

王

府
を

開
設
し
て

政
権
を

握
る

。

た

だ
、

祭
祀
権
は

黎
帝
の

許
に

あ
っ

た
。

だ

が
、

祭
祀
施
設
の

創
設
・

修
造
な
ど

は
、

鄭
主
を

巾
心
に

行
わ

れ

た
。

ベ

ト

ナ
ム

の

国
家
祭
祀
の

中
で

最
重
要
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